
日野町営バスの状況 

 

平成３０年７月９日 

鳥取県 

１ 運行主体：日野町が町内の交通事業者（日野交通（株））へ運行委託 

２ 運行開始：平成１８年１月 

３ 名  称：日野町営バス（市町村運営有償運送） 

４ 台  数：５台 

５ 路  線：根雨宿・病院線（3.4km、４往復）、板井原・真住線（36.2km、４往復）、

菅福線（21km、４往復）、奥渡線（15.6km、４往復、スクール便） 

     ⇒このうち菅福線２１km（根雨駅前～生山駅前）を活用して貨客混載を実施 

 ６ 運  賃：大人 200 円、子ども 100 円 

（根雨宿・病院線のみ大人 100 円、こども 50 円） 

７ 収支実績等：                          （単位：円） 

  運行費用 運行収入 赤字 県補助金 町負担額 乗車人員 

平成２７年度 25,030,356 3,884,924 ▲21,145,432 6,404,000 14,741,432 36,883 人 

平成２８年度 21,957,396 3,706,195 ▲18,251,201 6,000,000 12,251,201 31,966 人 

平成２９年度 23,314,712 3,385,479 ▲19,929,233 7,017,000 12,912,233 27,988 人 

 

８ 運行範囲： 

菅福線 
板井原・真住線 

奥渡線 

根雨宿・病院線 
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倉
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湯
梨
浜
町

北
栄
町

日
吉
津
村

県
内
で
は
１
３
市
町
が
実
施

〇
い
ず
れ
の
市
町
村
運
営
有
償
運
送
に
お
い
て
も
、
人
口
減
少
に
伴
い
、
収
支
状
況
が
悪
化
し
て
お
り
、
全
て
の
市
町

村
で
多
額
の
赤
字
運
行
と
な
っ
て
い
る
。

〇
持
続
的
な
公
共
交
通
の
維
持
・
確
保
に
向
け
た
収
支
状
況
改
善
の
た
め
、
少
量
貨
物
運
送
等
の
多
角
的
運
営
を
円

滑
・
迅
速
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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地
域
の
実
情
に
応
じ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
の

円
滑
な
導
入
を
可
能
と
す
る
制
度
の
構
築

全
国
知
事
会
・
全
国
市
長
会
・
全
国
町
村
会

平
成
３
０
年
地
方
分
権
改
革
に
関
す
る
提
案
募
集
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重点番号42：自家用有償旅客運送による少量貨物運送の手続・要件の見直し　　　　　　　（全国知事会、全国市長会、全国町村会）



1

提
案
の
背
景

■
運
転
免
許
証
返
納
状
況

■
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
の
活
用
状
況

☞
地
域
交
通
に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
に
期
待
す
る
役
割
が
増
大

地
域
交
通
に
関
す
る
現
状
〈
地
域
の
高
齢
化
に
よ
る
交
通
手
段
の
変
化
〉
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ﾄ
ﾞ
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2

地
域
公
共
交
通
の
制
度
的
課
題

①
少
量
（
３
５
０
㎏
未
満
）
の
荷
物
を
運
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
路
線
バ
ス
は
制
限
さ
れ
て
い
な
い
が
、
自
家
用
有
償
旅
客
運

送
者
は
運
輸
支
局
長
が
認
め
る
地
域
内
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

②
バ
ス
の
車
庫
等
を
市
街
化
調
整
区
域
内
に
設
置
す
る
場
合
、
路
線
バ
ス
は
開
発
許
可
不
要
だ
が
、
区
域
運
行
バ
ス
等
は

許
可
が
求
め
ら
れ
設
置
が
困
難
。

③
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
や
区
域
運
行
バ
ス
は
、
そ
の
導
入
に
当
た
っ
て
交
通
空
白
地
帯
で
あ
る
こ
と
や
、
路
線
バ
ス
と

実
質
的
に
競
合
し
な
い
こ
と
な
ど
の
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
法
令
上
期
待
さ
れ
る
よ
り
も
活
用
範
囲
が
狭

い
。

④
自
治
体
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
運
行
委
託
す
る
場
合
、
運
賃
を
無
料
と
す
る
と
貸
切
バ
ス
に
係
る
運
賃
水
準
が
適
用

さ
れ
、
有
料
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
比
べ
て
運
行
委
託
料
が
大
幅
に
高
く
な
る
。

制
度
的
課
題

■
人
口
減
少
、
高
齢
化
等
の
進
展
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
は
地
域
公
共
交
通
と
し
て
主
要
な
地
位

を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

■
し
か
し
、
法
令
上
は
従
前
の
ま
ま
例
外
的
な
位
置
付
け
と
さ
れ
、
そ
の
活
用
が
本
来
期
待
さ
れ
る
範
囲

に
比
べ
て
著
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
。

■
そ
の
た
め
、
関
係
す
る
法
規
制
を
横
断
的
に
見
直
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
地
域
公
共
交
通
の
円
滑

な
導
入
を
可
能
と
す
る
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
。

地
域
公
共
交
通
に
関
す
る
課
題
認
識
（
提
案
内
容
）
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3

地
域
交
通
に
関
す
る
自
治
体
調
査

■
目
的 地
域
で
の
公
共
交
通
に
係
る
課
題
や
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と

■
主
な
調
査
項
目

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
（
区
域
運
行
・
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
等
）
の
活
用
を

進
め
る
上
で
の
制
度
上
の
支
障
な
ど

■
対
象

全
都
道
府
県
・
市
区
町
村

■
調
査
時
期

平
成
3
0
年
3
月

■
実
施
主
体

地
方
自
治
確
立
対
策
協
議
会
（
地
方
六
団
体
）

調
査
の
概
要
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4

①
少
量
貨
物
運
送
に
関
す
る
制
度

■
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
を
乗
合
バ
ス
（一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
）と
し
て
運
行
す
る
場
合
に
少
量
貨
物
（3
50
㎏
未
満
）

運
送
も
行
う
こ
と
は
、
道
路
運
送
法
第
82
条
に
よ
り
許
可
不
要
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

■
他
方
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
を
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
と
し
て
運
行
す
る
場
合
に
少
量
貨
物
運
送
も
行
う
こ
と
は
、
過
疎
地
域

で
あ
っ
て
、
当
該
地
域
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
運
営
に
支
障
が
な
い
と
運
輸
支
局
長
が
認
め
る
地
域
に
限
り
、
運

輸
支
局
長
が
許
可
す
る
取
り
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。

■
許
可
を
得
る
に
あ
た
っ
て
、
当
該
地
域
の
す
べ
て
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
、
支
障
の
有
無
を
確
認
す
る
よ
う
求
め
ら
れ

て
い
る
。

少
量
貨
物
運
送
に
関
す
る
現
行
制
度

乗
合
バ
ス

自
家
用
有
償
旅
客
運
送

許
可
時
に

限
定

（
過
疎
地
）

制
限
な
し

35
0k

g未
満
の
荷
物
を
運
ぶ
こ
と

が
可
能

（
道
路
運
送
法
第

82
条
）

【
限
定
】

○
過
疎
地
域
に
限
る

○
地
域
の
貨
物
自
動
者
運
送
事

業
者
に
支
障
が
な
い
と
運
輸
支

局
長
が
認
め
る
場
合
に
限
る

☞
運

輸
支

局
長
の

許
可

な
く

少
量

貨
物

運
送
を

実
施
す
る

こ
と
が

で
き
る
よ

う
に

す
る

等
、

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
に
よ
る
少
量
貨
物
有
償
運
送
の
手
続
き
を
緩
和
す
べ
き
。

【
支
障
事
例
】

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
で
少
量
貨
物
運
送
を
行
い
、

人
だ
け
で
な
く
モ
ノ
の
運
搬
の
利
便
性
を
向
上

し
よ
う
と
考
え
た
が
、
地
域
の
多
数
の
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
者
に
対
し
て
、
事
業
運
営
に

支
障
を
与
え
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
の
は
困
難

で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
許
可
を
得
ら
れ
る
見
通
し
が
立
た

ず
、
当
該
事
業
の
実
現
が
進
ま
な
い
。
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5

（
参
考
）
少
量
貨
物
運
送
に
関
す
る
取
扱
い

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
（
道
路
運
送
法
（
昭
和
26
年
法
律
第
1
83
号
）
第
7
9条
の
登
録
を
受
け
た
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
過
疎
地
域
等
に
お
け
る
少
量
貨
物
の
有
償
運
送
に
係
る
道
路
運
送
法
第
78
条
第
3

号
に
基
づ
く
許
可
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
当
分
の
間
、
下
記
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
す
る

（
略
）

（
４
）
対
象
地
域

（
略
）
少
量
貨
物
の
有
償
運
送
を
認
め
る
運
送
の
路
線
又
は
区
域
は
、
少
子
高
齢
化
や
人
口
減
少
が
進
み
、

貨
物
や
旅
客
の
輸
送
量
が
限
ら
れ
て
い
る
過
疎
地
域
等
で
あ
っ
て
、
既
存
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
よ
っ

て
は
当
該
地
域
内
の
住
民
に
係
る
貨
物
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
維
持
・
確
保
が
困
難
な
地
域
と
し
て
、
当
該
地
域
の

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の
事
業
運
営
に
支
障
が
な
い
と
運
輸
支
局
長
が
認
め
る
地
域
内
に
限
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
運
輸
支
局
長
は
、
当
該
地
域
の
物
流
網
の
状
況
、
住
民
の
貨
物
運
送
に
係
る
ニ
ー
ズ
等

に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
地
域
の
住
民
、
地
方
公
共
団
体
、
業
界
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
か
ら
意
見
を

聴
取
し
、
判
断
す
る
こ
と
と
す
る
。

平
成
2
8
年
3
月
3
1
日
付
け
国
土
交
通
省
自
動
車
局
長
通
知
（
抄
）
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1
0

提
案
の
実
現
に
よ
る
効
果

■
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
の
制
度
上
の
位
置
付
け
を
見
直
す
こ
と
で
、
地
域
の
実
情
に

合
っ
た
合
理
的
な
地
域
公
共
交
通
を
導
入
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
地
域
交
通
の

充
実
、
利
便
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
。

■
利
用
者
の
利
便
性
が
向
上
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
利
用
者
の
増
加
が
期
待
さ
れ
、
地

域
公
共
交
通
の
維
持
・
確
保
に
つ
な
が
る
好
循
環
が
生
ま
れ
る
。

見
込
め
る
効
果

地
域
の
実
情
に

合
っ
た
公
共
交
通

地
域
住
民
の

利
便
性
向
上

地
域
公
共
交
通
の

維
持
・
確
保

49


	資料のみ結合
	42_自家用有償旅客運送による少量貨物運送の手続・要件の緩和
	42_自家用有償旅客運送による少量貨物運送の手続き・要件の見直し（鳥取県）
	20180709 日野町営バスの概要について
	鳥取県内自家用有償運送の状況

	42,43_自家用有償旅客運送による少量貨物運送の手続・要件の見直し、市街化調整区域において区域運行事業等の用に供する施設を設置する場合の手続の見直し
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 11


	48_建築士審査会の委員任期の条例委任
	平成30年度地方分権改革に関する提案募集





